
 

「 せ た が や そ だ ち 使 用 店 」 販 促 物 希 望 ア ン ケ ー ト 
「せたがやそだち」使用店登録制度では、使用店に登録された店舗に「せたがやそだち」を PR していた

だくために、販促物を提供しています。 
下記の内容についてご回答の上、登録申請書と一緒に送付してください。 
 

【問１】 
看板とタペストリーのうちどちらか一つを提供しています。ご希望の販促物のチェックボックスに「レ」

点をご記入ください。 

□ 看板 (透明アクリル板 20cm×20cm)     □タペストリー（20cm×20cm） 
→４隅に穴がありますので、ネジでの固定や        →上部に紐が通っており、壁にかけられ 
 紐を通して、掲示いただけます。         るような仕様になっています。 

 
【問２】 
問１で選択いただいた販促物について、ご希望の色のチェックボックスに「レ」点をご記入ください。 

□緑             □黒           □オレンジ 

      
 
※世田谷区外の登録店への納品は文言が「地元の」から「せたがやの」に変更になります。 
 
【問３】 
ステッカー（直径 15cm）のご希望の色のチェックボックスに「レ」点をご記入ください。 

□緑              □黒               □オレンジ 

             
 
ご協力ありがとうございました。 
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